
随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和８年３月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

3月2日 公用車車検整備 水沢サービス \71,654 第３号適用

3月16日 公用車車検整備 石田モータース \56,980 第３号適用

3月17日 公用車車検整備 武輪モータース \52,855 第３号適用

3月23日 公用車車検整備 下出自動車 \154,066 第３号適用

3月25日 公用車車検整備 下出自動車 \64,196 第３号適用

3月25日 公用車車検整備 下出自動車 \59,510 第３号適用

3月27日 公用車車検整備 森下自動車 \83,545 第３号適用

3月31日 公用車車検整備 北浦モータース \80,245 第３号適用

3月31日 公用車車検整備 鳥取モータース \147,345 第３号適用

3月31日 公用車車検整備 北浦モータース \79,156 第３号適用

3月10日 本庁舎こども支援課パーテーション改修工事 株式会社安田建設 \1,327,128 ○ 

3月10日 本庁舎会計課床更新工事 株式会社安田建設 \622,270 第２号適用

3月10日 本庁舎レイアウト変更に伴う電話工事 三和通信工業株式会社 \220,000 第１号適用

3月17日 新町書庫等解体工事に係る石綿事前調査等業務委託 株式会社建設環境コンサルティング \330,000 ○ 

（2019.4.1版）

　総務部　　総務課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、
本票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたと
き。）を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和８年３月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

該当なし

　

（2019.4.1版）

　総務部　　秘書人事課　

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）を
右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和８年３月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

3月2日 EPSON LP-S9070　環境推進トナー ㈱とぐち \138,107 ○ 

3月30日
デジタル防災行政無線屋外受信局バッテリー取替え
（舞北児童遊園）

イズミ総合システム㈱ \78,100 第１号適用

3月30日
デジタル防災行政無線屋外受信局バッテリー取替え
（舞東住民センター）

イズミ総合システム㈱ \78,100 第１号適用

3月30日
デジタル防災行政無線屋外受信局バッテリー取替え
（尾崎鉄筋住宅）

イズミ総合システム㈱ \78,100 第１号適用

3月30日
デジタル防災行政無線屋外受信局バッテリー取替え
（スカイタウン２）

イズミ総合システム㈱ \78,100 第１号適用

　

（2019.4.1版）

　総務部　　危機管理課　　　

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本票の記入
は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）を右欄に
記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和　　8年　　3月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

3月17日 阪南市テレワークシステム回線利用料 株式会社オプテージ \106,260 ○ 

（2019.4.1版）

　　　　総務部　　　行財政構造改革推進室

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本票
の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）を右
欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和　　8年　3月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

　

（2019.4.1版）

　　総務部　人権推進課  

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）を
右欄に記入すること。

該当なし



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和　8年3月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

該当なし 　　　

（2019.4.1版）

未来創生部　企画課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和　8年　3月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

3月9日 土のう袋 (株)ミヤゲン \180,180 ○

3月9日 ビニール袋 三栄商事(株) \115,830 ○

（2019.4.1版）

未来創生部　市民共創課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和　　8年　　3月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

該当なし

　

（2019.4.1版）

　　　未来創生部　　まちの活力創造　課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和８年３月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

　該当なし

　

（2019.4.1版）

　市　民　部　　市　民　　課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和　８　年　３　月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

3月2日 消費生活情報ネットワークシステム回線敷設工事 (株)南大阪電子計算センター \365,200 第１号適用

　

（2019.4.1版）

　　市民　　部　　生活環境　　課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和8年 3月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

該当なし

　

（2019.4.1版）

　市　民　部　　税　務　課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和８年３月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

該当なし

　

（2019.4.1版）

　市　民　部　　資 源 対 策　課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）を
右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和　8年　3月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

該当なし

　

（2019.4.1版）

健康福祉部　市民福祉課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和　8年　3月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

該当なし

（2019.4.1版）

健康福祉部　生活支援課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和８年３月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

該当なし 　　　

　

（2019.4.1版）

　健康福祉　部　　介護保険　課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本票の記入は
不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）を右欄に記
入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和　8　年　3 月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

3月5日 令和８年度阪南市療養費適正化事業業務委託 株式会社メディブレーン 479,600 ○

　

（2019.4.1版）

　健康福祉　部　　保険年金　課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）を
右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和８年３月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

該当なし

　

（2019.4.1版）

　　　　　　　　　健康福祉部　健康増進課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和8年3月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

3月2日 お砂場ハウス (有)奥井商会 \133,100 ○ 

3月2日 下荘保育所園庭側庇立上り壁モルタル等落下防止対策工事 泉営工株式会社 \264,000 第２号適用

3月17日 旧朝日幼稚園機械警備業務委託 セコム株式会社 \128,040 第１号適用

　

（2019.4.1版）

こども未来部    こども政策課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）を
右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和　８　年　３　月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし書
の適用号数（第○号適用）

3月2日 公共下水道に伴う舗装本復旧工事（新町地内） 長和工業㈱ \495,000 第１号適用

　

（2019.4.1版）

こども未来部　こども支援課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本票の
記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めた
とき。）を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和８年３月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

　　　　　　

　

（2019.4.1版）

都市整備部　　都市整備課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）を
右欄に記入すること。

該 当 な し



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和８年３月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

3月13日 いずみが丘地区緊急陥没補修工事 (株)林建設 \125,400 第２号適用

3月13日 井関川堤体緊急修繕工事 (株)谷工務店 \390,000 第２号適用

3月24日 市内排水路緊急浚渫清掃業務委託 (株)水原土木　阪南支店 \356,400 第２号適用

（2019.4.1版）

　　都市整備部　　河川農水課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）を
右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和8年3月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項た
だし書の適用号数（第○号適
用）

3月10日 下出地区緊急舗装修繕工事 (株)林建設 \143,000 第２号適用

3月12日 東鳥取64号線下部ガードレール設置工事 (株)谷工務店 \1,501,724 ○

3月16日 下荘１３７号線道路側溝緊急補修工事 (株)林建設 \297,000 第２号適用

3月16日 鳥取中地区里道緊急試掘工事 (株)谷工務店 \260,210 第２号適用

3月19日 西鳥取６号線道路陥没緊急補修工事 庄司建設 \275,000 第２号適用

3月19日 東鳥取235号線枯松緊急伐採業務委託 ヤマサ造園土木 \162,800 第２号適用

3月24日 東鳥取244号線区画線補修工事 中谷石材園芸㈱ \220,000 ○

　都市整備部　　道路公園課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している
物品については、本票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。
３号・・・市長が認めたとき。）を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和８年３月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

3月6日 新町地区緊急陥没補修工事 長和工業(株) \160,600 第２号適用

3月10日 最終汚水桝緊急取替工事（緑ヶ丘1-6-12） (有)山本水道 \196,900 第２号適用

3月16日 公共下水道に伴う舗装本復旧工事（下出地内） 池宮水道工業所合同会社 \364,100 第１号適用

3月23日 最終汚水桝緊急取替工事（緑ヶ丘2-14-23） (有)山本水道 \101,860 第２号適用

（2019.4.1版）

都市整備部　　下水道課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約
している物品については、本票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３
号・・・市長が認めたとき。）を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和　8年　3月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

該当無し

（2019.4.1版）

　　会計課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和　8　年　3　月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

該当なし

　

（2019.4.1版）

議会事務局　庶務課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）を
右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和８年３月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

該当なし

（2019.4.1版）

　　      　　農業委員会事務局

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和　　8年　3月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

3月3日
飯の峯中学校 体育館電動開閉緞帳装置修理
（緊急）

泉営工株式会社 \264,000 第２号適用

3月3日 尾崎小学校　漏水調査 株式会社サンリーク \198,000 第２号適用

3月4日 コンピューターミシン 有限会社奥井商会 \88,400 ○ 

3月9日 児童用机椅子 株式会社とぐち \570,240 ○ 

3月18日 朝日小学校チャイム放送異音緊急対策工事 オニシ電気株式会社 \146,025 第２号適用

3月26日 朝日小学校玄関壁崩落緊急対策工事 株式会社庄司建設 \270,600 第２号適用

（2019.4.1版）

　　生涯学習部　　　　教育総務課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和8年3月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

該当なし

　

（2019.4.1版）

生涯学習部　学校給食センター

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）を
右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和　8　年　3　月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

　

（2019.4.1版）

 生涯学習部　  　学校教育課

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）を
右欄に記入すること。

該当なし



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和　8　年　3　月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

該当なし

　

（2019.4.1版）

　生涯学習　部　生涯学習推進　室

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。



随意契約発注管理簿（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号による契約） （様式２）

令和8年　3月分

契約日 契約内容（業務名称・物品名等） 契約相手方
契約金額
（税込）

見積徴取者
２者以上

財務規則第１１３条第１項ただし
書の適用号数（第○号適用）

　　　　　　　　　　　　　　　　該当なし 　　　

　

（2019.4.1版）

　生涯学習部　中央公民館

※「一定額未満随契」（総額が１０万円未満の契約をするとき。物品の購入及び物品の修繕については、総額が５万円未満の契約をするとき）及び総務課にて単価契約している物品については、本
票の記入は不要。
※見積徴取者が１者のみのときは、適用した阪南市財務規則第１１３条第１項のただし書の号数（１号・・・相手方を特定せざるを得ないとき。２号・・・緊急を要するとき。３号・・・市長が認めたとき。）
を右欄に記入すること。


